
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                            
十
勝
17
町
村
の
31
医
療
機
関
で

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
診
療
・
検

査
体
制
が
つ
く
ら
れ
た
。
し
か
し
、
幕

別
町
内
の
医
療
機
関
は
ど
こ
な
の
か
情

報
が
な
い
。
町
立
病
院
の
あ
る
自
治
体

で
は
率
先
し
て
受
け
入
れ
を
公
表
し
て

い
る
。
本
町
に
お
い
て
も
町
内
医
療
機

関
に
協
力
を
求
め
、
コ
ロ
ナ
感
染
に
不

安
を
持
つ
町
民
の
診
療
・
検
査
の
体
制

を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
感
染
防

止
対
策
を
徹
底
し
、
検
査
に
つ
な
げ
る

た
め
に
「
幕
別
町
」
の
感
染
者
数
を
公

開
す
る
よ
う
北
海
道
に
働
き
か
け
る
べ

き
と
考
え
る
。
町
の
見
解
を
伺
う
。

発
熱
等
に
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
疑
わ
れ
る
場
合
の

外
来
診
療
は
、
国
が
示
し
た
フ
ロ
ー
チ

ャ
ー
ト
に
基
づ
き
、
ま
ず
、
か
か
り
つ

け
医
に
電
話
相
談
を
行
い
、
医
療
機
関

で
の
診
療
や
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
判

断
さ
れ
た
場
合
は
指
示
に
従
い
受
診
を

す
る
が
、
相
談
を
し
た
医
療
機
関
が
検

査
を
行
え
な
い
場
合
は
、
検
査
等
が
行

え
る
医
療
機
関
を
紹
介
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
現
在
、
公
表
に
同
意
の
あ

る
医
療
機
関
名
が
北
海
道
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。

　

十
勝
管
内
で
は
、
帯
広
市
医
師
会
に

よ
り
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
行
う
帯
広
地
域
外

来
・
検
査
セ
ン
タ
ー
が
10
月
12
日
か
ら

運
用
を
開
始
さ
れ
、
町
村
部
で
は
十
勝

医
師
会
が
主
体
と
な
り
「
十
勝
医
師
会

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
診
療
・

検
査
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
作
ら
れ
、
17

町
村
、
31
医
療
機
関
で
10
月
16
日
か
ら

運
用
が
始
ま
っ
て
お
り
、
身
近
な
医
療

機
関
で
検
査
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

感
染
者
に
係
る
情
報
は
、
北
海
道
が

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
連
し
た

患
者
の
発
生
に
つ
い
て
」
と
し
て
年
代

や
性
別
、
国
籍
、
居
住
地
、
職
業
、
現

在
の
状
態
、
発
症
日
、
陽
性
確
定
日
な

ど
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表

し
て
い
る
が
、
感
染
者
の
情
報
は
、
本

人
が
同
意
し
た
場
合
の
み
公
表
が
で
き

る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
市
町
村
が
関

与
す
る
仕
組
み
で
は
な
い
。

　

十
勝
管
内
で
は
、
11
月
30
日
か
ら
民

間
ホ
テ
ル
を
借
り
上
げ
宿
泊
療
養
施
設

を
開
設
す
る
に
あ
た
り
、
十
勝
総
合
振

興
局
長
か
ら
人
員
確
保
の
協
力
依
頼
が

あ
り
、
本
町
で
は
11
月
30
日
か
ら
保
健

師
を
派
遣
、
12
月
20
日
か
ら
は
事
務
ス

タ
ッ
フ
の
派
遣
を
予
定
し
て
い
る
。

　

感
染
拡
大
期
に
は
、
国
、
道
、
市
町

村
が
一
体
と
な
り
、
感
染
拡
大
防
止
対

策
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

今
後
も
必
要
に
応
じ
協
力
を
行
っ
て
い

く
。

業
務
の
外
部
委
託
や
民
営
化

を
進
め
、
職
員
削
減
や
受
益

者
負
担
増
を
求
め
て
き
た
「
行
革
計
画
」

は
今
年
で
35
年
目
を
迎
え
る
。

　

現
在
「
第
四
次
計
画
」
を
実
施
中
で

今
年
度
が
中
間
見
直
し
の
年
で
あ
る
。

そ
の
進
捗
状
況
と
評
価
に
つ
い
て
伺
う
。

ま
た
、
今
後
の
見
直
し
の
課
題
と
し
て

①
医
療
・
介
護
が
十
分
に
提
供
で
き
る

体
制
、
②
災
害
に
強
い
体
制
、
③
多
様

性
や
男
女
共
同
参
画
の
推
進
、
④
非
正

規
職
員
の
待
遇
改
善
と
正
規
職
員
化
に

つ
い
て
伺
う
。

現
在
の
「
行
政
改
革
大
綱
（
第

４
次
）
推
進
計
画
」
前
期
計
画
で
は
、

「
町
民
と
の
協
働
に
基
づ
く
行
政
経
営

の
推
進
」
な
ど
４
つ
の
大
項
目
を
取
組

の
柱
と
し
、
具
体
的
事
務
事
業
と
し
て

69
の
細
項
目
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の

細
項
目
の
う
ち
実
施
済
が
53
項
目
、
検

討
中
が
11
項
目
、
未
実
施
が
５
項
目
で

９
割
以
上
の
項
目
で
実
施
済
も
し
く
は

検
討
中
と
し
て
取
組
を
進
め
て
い
る
。

　

見
直
し
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
①
災

害
時
に
想
定
さ
れ
る
問
題
や
課
題
を
明

確
に
し
、
よ
り
実
践
的
な
対
策
を
講
じ

ら
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
。
②
定

期
的
に
災
害
対
策
本
部
の
設
置
訓
練
や

避
難
所
の
開
設
訓
練
な
ど
体
制
強
化
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
③
多
く
の
町
民
が

興
味
を
持
ち
、
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

け
る
よ
う
周
知
・
啓
発
に
努
め
て
い
る
。

④
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
よ
り
待

遇
の
改
善
が
図
ら
れ
た
。
必
要
な
正
規

職
員
に
つ
い
て
は
、
住
民
ニ
ー
ズ
、
業

務
量
、
業
務
内
容
等
を
総
合
的
に
勘
案

し
計
画
的
に
採
用
を
行
っ
て
い
く
。
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答問
国
、
道
、
市
町
村
が
一
体
と
な
り
、
感
染
拡
大

防
止
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要

町
内
医
療
機
関
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
応
や

情
報
公
開
の
在
り
方
に
つ
い
て
町
の
見
解
は

答問

９
割
以
上
の
項
目
で
取
組
を
進

め
て
い
る

幕
別
町
第
４
次
行
政
改
革
推
進
計

画
の
進
捗
状
況
と
評
価
は
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